
問１　茨木市に住み続けたいですか？

）

）

　　1　補給金額が２万円では足りない

　　2　自分の補給金額が少ない

　　3　利子補給事業に限らず、市のサービスが居住理由にならない

　　4　その他（ ）

問５　申請の際に負担になることはありますか？

問４　<問１で２と答えた方、問２で５を選ばなかった方>
　　　大学奨学金利子補給事業が居住理由にならない理由は何ですか？

　　1　郵送が負担

　　3　添付書類の取り寄せが負担

　　2　申請書の記入が負担

  大学奨学金利子補給事業を継続申請される方へ（アンケートのお願い）　

　
　今後の「大学奨学金利子補給事業」運用の参考に、当該事業の継続申請をされる方に、アン
ケートを実施します。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

　　1　はい　　　　→問２へ

　　2　いいえ　　　→問３へ

問３　<問１で２と答えた方＞
　　　住み続けたくない理由は何ですか？（複数選択可）

　　4　他市の方が魅力があるから

　　1　職場が近い　2　実家がある　3　結婚（パートナーと同居）を機に

　　6　その他（

問２　<問１で１と答えた方>
　　　住み続けたい理由は何ですか？（複数選択可）

　　4　利便性が高い　　5　大学奨学金利子補給事業があるため

　　1　職場が遠い　2　実家が遠い　3　結婚（パートナーと同居）の予定がある

　　4　特に負担はない ⇒裏面に続く

　　5　その他（



　　1　分かりやすい　

　　3　大学・大学院卒の人だけでなく、短大・高等専門学校・専修学校専門課程卒

　　　 の人も対象であるということが分かりにくい

　　4　９年以上の返還期限が必要であるという要件等が分かりにくい

　　5　その他の理由で分かりにくい（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました

問６　この事業は周りの方々にどれくらい認知されていますか？

　　1　広く認知されている

　　2　少しだけ認知されている

　　3　ほとんど認知されていない

　　2  利子額分のみの補給であることが分かりにくい

　  4　わからない

問７　この事業の内容は分かりやすいですか？（複数回答可）


